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医政発第 0701001 号 

平成 16 年 7 月 1 日 

各都道府県知事 殿 

厚生労働省医政局長 

非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について 

救急医療、特に病院前救護の充実強化のための医師並びに看護師及び救急救

命士（以下「有資格者」という。）以外の者による自動体外式除細動器（Automated 

External Defibrillators。以下「ＡＥＤ」という。）の使用に関しては、平成

15 年 11 月から、「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用の

あり方検討会」を開催し、救急蘇生の観点からみた非医療従事者によるＡＥＤ

の使用条件のあり方等について検討してきたところ、このほど別添のとおり報

告書（以下「報告書」という。）が取りまとめられた。 

非医療従事者によるＡＥＤの使用については、報告書を踏まえ取扱うもので

あるので、貴職におかれてはその内容について了知いただくとともに、当面、

下記の点に留意いただき、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団

体に周知するとともに、特にＡＥＤの使用に関し、職域や教育現場で実施され

る講習も含め、多様な実施主体により対象者の特性を踏まえた講習が実施され

る等により、ＡＥＤの使用に関する理解が国民各層に幅広く行き渡るよう取り

組みいただくほか、非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救

急搬送に係る事後検証の仕組みの中で的確に把握し、検証するよう努めていた

だくようお願いする。 

記 

１ ＡＥＤを用いた除細動の医行為該当性 

 心室細動及び無脈性心室頻拍による心停止者（以下「心停止者」という。）

に対するＡＥＤの使用については、医行為に該当するものであり、医師でない

者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法（昭和 23 年法律第

201 号）第 17 条違反となるものであること。 

＜資料１＞
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２ 非医療従事者によるＡＥＤの使用について 

 救命の現場に居合わせた一般市民（報告書第３の３の（４）「講習対象者の

活動領域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性

格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されて

いる者」に該当しない者をいうものとする。以下同じ。）がＡＥＤを用いるこ

とには、一般的に反復継続性が認められず、同条違反にはならないものと考え

られること。 

 一方、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の

対応をすることが期待、想定されている者については、平成 15 年 9 月 12 日構

造改革特区推進本部の決定として示された、非医療従事者がＡＥＤを用いても

医師法違反とならないものとされるための４つの条件、すなわち、 

① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応

を得ることが困難であること

② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること

③ 使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること

④ 使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

については、報告書第２に示す考え方に沿って、報告書第３の通り具体化され

たものであり、これによるものとすること。 

３ 一般市民を対象とした講習 

 ＡＥＤの使用に関する講習については、救命の現場に居合わせてＡＥＤを使

用する一般市民が心停止者の安全を確保した上で積極的に救命に取り組むた

め、その受講が勧奨されるものであること。 

講習の内容及び時間数については、報告書別紙の内容によることが適当であ

ること。 

なお、講習の実施に当たっては、受講する者に過度の負担を生じさせること

なく、より多くの国民にＡＥＤの使用を普及させる観点から、講師の人選、生

徒数、実習に用いるＡＥＤの数等を工夫の上、講義と実習を組み合わせること

により、概ね３時間程度で、必要な内容について、効果的な知識・技能の修得

に努めること。 

 講師については、報告書第３の３の（２）の公的な団体において、関係学会

の協力を得て作成するものとされている非医療従事者を対象とした指導教育

プログラムの普及が図られるまでの間は、関連する基本的心肺蘇生措置及びＡ

ＥＤの使用に関し十分な知識・経験を有する有資格者とするものであり、関係

団体等に協力を要請し、その確保に努めること。 
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４ 効果の検証 

 非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後

検証の仕組みの中で、的確に把握し、検証するよう努めるものとし、その際、

「メディカルコントロール体制の充実強化について（平成 15 年 3 月 26 日付消

防庁救急救助課長、厚生労働省医政局指導課長通知）」により、庁内関係部局

間の連携を密に、事後検証体制の確立に引き続き努めること。 

５ その他 

（１） 報告書の内容を踏まえ、指導教育プログラムが取りまとめられた際等

には、必要に応じて追って通知するものであること。 

（２） 関係省庁、関係団体、学会に対しては、当職より別途通知しているも

のであること。 

（３） 非医療従事者によるＡＥＤの使用条件については、事後検証の結果等

に基づき、講習のあり方等について適宜、見直すものであること。 
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非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用のあり方検討会

報告書

平成 16年７月１日

4

（５）再受講の機会

○ 上記の講習を受講した非医療従事者については、その希望に応じ、一

定の時間の経過とともに、再受講の機会が確保されることが望ましい。

特に、非医療従事者のうち、上記（４）の業務の内容や活動領域の性格

から一定の頻度で心停止者に応急の対応をすることが期待・想定される

者にあっては、２年から３年間隔での定期的な再受講により、その知識

と技術を充実していくことが期待される。

(一部省略)

第３ 非医療従事者の自動体外式除細動器の使用に当たっての条件整備

　３ 自動体外式除細動器の使用に関する講習について
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医政発第0416001号

薬食発第0416001号

平成２１年４月１６日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

厚生労働省医薬食品局長

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）

自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という ）については、平成１６年７月１日付け。

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。

一方で、ＡＥＤは、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に規定する高度管理医療機器

及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及

び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

これらを踏まえ、救命救急においてＡＥＤが使用される際に、その管理不備により性能

を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にＡＥＤの適切な管

理等を徹底することが重要であることから、貴職におかれては、下記の事項について、御

協力いただくようお願いします。

なお、別添１のとおり、ＡＥＤの各製造販売業者に対して、ＡＥＤの設置者等が円滑に

本対策を実施するために必要な資材の提供や関連する情報の提供等を指示するとともに、

別添２のとおり、各省庁等に対して、各省庁等が設置・管理するＡＥＤの適切な管理等の

実施と各省庁等が所管する関係団体への周知を依頼したことを申し添えます。

＜資料２＞
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記

１．ＡＥＤの適切な管理等について、ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等を別紙のとおり

整理したので、その内容について御了知いただくとともに、各都道府県の庁舎（出先機

関を含む 、都道府県立の学校、医療機関、交通機関等において各都道府県が設置・管。）

理しているＡＥＤの適切な管理等を徹底すること。

２．貴管下の各市町村（特別区を含む。以下同じ ）に対して、各市町村の庁舎（出先機。

関を含む ）及び市町村立の学校、医療機関、交通機関等において各市町村が設置・管。

理しているＡＥＤの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

３．貴管下の学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民間の学校、

医療機関、交通機関、商業施設等において当該関係団体及びその会員が設置・管理して

いるＡＥＤの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

４．各市町村及び関係団体との協力・連携の下、ＡＥＤの更なる普及のための啓発を行う

際には、ＡＥＤの適切な管理等の重要性についても幅広く周知すること。

５．各都道府県、各市町村、関係団体等が実施するＡＥＤの使用に関する講習会において、

ＡＥＤの適切な管理等の重要性についても伝えること。

(照会先）

医薬食品局安全対策課安全使用推進室

電 話：03-5253-1111（内線2751,2758）

夜間直通：03-3595-2435
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別 紙

ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等について

１．点検担当者の配置について

ＡＥＤの設置者（ＡＥＤの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等 ）。

は、設置したＡＥＤの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点

検等を実施させて下さい。

なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、

設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は

複数の者による当番制とすることで差し支えありません。

また、特段の資格を必要とはしませんが、ＡＥＤの使用に関する講習を受講した者で

あることが望ましいです。

２. 点検担当者の役割等について

ＡＥＤの点検担当者は、ＡＥＤの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。

１）日常点検の実施

ＡＥＤ本体のインジケータのランプの色や表示により、ＡＥＤが正常に使用可能な

状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。

なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処

を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者（以下「製造

販売業者等」という ）に連絡して、点検を依頼して下さい。。

２）表示ラベルによる消耗品の管理

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等

を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにＡＥＤ本体又は収納ケース等

に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃か

ら把握し、交換を適切に実施して下さい。

なお、今後新規に購入するＡＥＤについては、販売時に製造販売業者等が必要事項

を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。

３）消耗品交換時の対応

電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された

新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、ＡＥＤに

取り付けて下さい。

３．ＡＥＤの保守契約による管理等の委託について

ＡＥＤの購入者又は設置者は、ＡＥＤの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設

置されたＡＥＤの管理等を委託して差し支えありません。

8



４．ＡＥＤの設置情報登録について

ＡＥＤの設置情報登録については、平成１９年３月３０日付け医政発第0330007号厚

生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置者登録に係る取り

まとめの協力依頼について」において、ＡＥＤの設置場所に関する情報を製造販売業者

等を通じて財団法人日本救急医療財団に登録いただくよう依頼しているところです。

同財団では、ＡＥＤの設置場所について公表を同意いただいた場合には、ＡＥＤの設

置場所をホームページ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があら

かじめ地域に存在するＡＥＤの設置場所について把握し、必要な時にＡＥＤが迅速に使

用できるよう、取り組んでおります。

また、ＡＥＤに重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造

販売業者から迅速・確実に情報が得られるようにするためにも、設置場所を登録してい

ない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施

するようお願いします。

なお、ＡＥＤを家庭や事業所内に設置している場合等では、ＡＥＤの設置場所に関す

る情報を非公開とすることも可能です。

（参考）ＡＥＤ設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ）ＵＲＬ

http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm

9
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各局・区・室長 様

保健福祉局長

（地域医療課地域医療係）

自動体外式除細動器（AED）の設置及び管理について（通知） 

自動体外式除細動器（以下「AED」という。）の設置については、昨年度から関係部

署にお願いしてきたところであり、皆様方にはご理解・ご協力いただき誠にありがとう

ございます。

この度、４ヶ所の保健福祉センターや天神駅など９ヶ所の市営地下鉄拠点駅に設置さ

れたことから、既に設置されていた保健福祉センター、各区役所、各市民体育館及び各

市民プールを含めると、市内公共施設には、８９器の AED が設置されたことになりま

す。

本来、AED の設置場所は、AED が必要となった場合に、当該職員は当然ながら、一

般市民にも広く利用していただけるように、だれでもが直ぐに使用できる場所・環境に

設置し管理しておくことが望ましいと考えております。

つきましては、貴局及び局関連団体所管施設におかれましても、主旨をご理解いただ

いたうえ、下記のとおり管理していただきますようお願い申し上げます。

記

１ 設置場所

（１） 一般市民が多く訪れ、わかりやすく周知しやすい場所

（２） １階受付付近など維持管理が容易な場所

（３） 職員のみならず、市民の方も容易に取り出すことが可能な場所

（４） 防犯上、管理しやすい場所

＊設置する場所は、（１）～（４）の事項を参考にして担当課で協議のうえ、最もふ

さわしいと思われる場所に設置してください。

２ 表示及び周知

（１）設置個所には、AED を設置している旨の看板又は表示をし、市民に周知するこ

と。

（２） 建物の玄関又は玄関付近に AED を設置している旨の表示をすること。（表示シ

ールが必要な場合、地域医療課へ申し出てください。数に限りあり。）

３ 職員の講習

毎年、ＡＥＤ設置施設での救急講習会の開催や消防署などが主催する定期的な救急

講習会に職員を派遣するなど、AED の使用方法について反復して習得しておくこ

と。

 地域医療課：土屋、神代

℡ 711-4264,内線 2071 

＜資料６＞
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保医第１１９号

平成２１年４月 30 日 

各局・区・室・行政委員会等の関係所属長 様

保健福祉局地域医療課長

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について(依頼) 

平素より自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の維持・管理にご協力いただ

きありがとうございます。

さて、標記について、平成２１年４月１６日付医政発第 0416001 号厚生労働省医政局・

医薬食品局長より福岡県を通じて別添のとおり通知がありました。

つきましては厚生労働省通知内の「ＡＥＤ設置者等が行うべき事項等について」にご留

意いただき貴所属が設置するＡＥＤの適切な管理にご協力いただきますようお願いいた

します。

特に電極パッド及びバッテリは３年程度で使用期限が切れますので適切な交換に努め

ていただきますよう併せてお願い致します。

※ 外郭団体等の関連団体につきましては、所管課により周知をお願いします。

連絡先

〒810-8620 
福岡市中央区天神 1 丁目 8－１ 保健福祉局保健医療部地域医療課地域医療係 
担当：取違、江藤  電話：092-711-4264  FAX：092-733-5535 
Ｅメール：chiikiiryo.PHWB@city.fukuoka.jp

＜資料７＞
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保医第  ６２８ 号

  平成 25 年 10 月 24 日 

各所属長 様

保健福祉局地域医療課長

ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインの送付及び適切な管理の実施について(依頼) 

日頃から、市有施設の自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の普及・促進

にご協力いただきありがとうございます。

さて、本市では平成１９年度に「福岡市ＡＥＤ設置施設登録制度」を開始し、市有

施設を始め、多くの公共施設や商業施設、医療福祉施設等のご理解・ご協力により、

９月末現在で８３５施設の登録をいただいております。

この度、厚生労働省よりＡＥＤの適正配置に関するガイドラインが送付され、具体

的な設置基準に加え、単に設置数を増やすだけでなく、効果的かつ効率的に設置する

ことの重要性についても示されたところです。

つきましては、各課及び所管施設等で保有するＡＥＤにつきまして、本ガイドライ

ンを参考に、配置場所が適正であるか、施設関係者等に操作方法や配置場所が周知さ

れているか等について、再度ご確認いただきますようお願いいたします。

また、大規模なスポーツ大会やコンベンションを開催される場合等におきましても、

ＡＥＤの設置状況や緊急時の対応を再確認いただくようお願いします。

なお、ＡＥＤは適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがある医療機器です。管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防

止するため、ＡＥＤ設置者等におかれましては、適切な管理を徹底していただくようお願

いいたします。

（管理方法はホームページを参照してください。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/chiikiiryo/kyukyuiryo-syobo/index.html） 

※ 外郭団体等の関連団体につきましては、所管課から周知をお願いします。

※ ＡＥＤを設置している施設で、「福岡市ＡＥＤ設置施設登録制度」に未登録の施設が

ありましたら、登録にご協力をお願いします。

添付資料

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正配置に関するガイドラインについて（通知）

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について（再周知）

保健福祉局健康医療部地域医療課 上野、河野

711-4264（内線 2071）

＜資料８＞
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「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度推進事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、市民の生命を守り、安全・安心なまちづくりを推進するための一環

として自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の設置場所及び有用性の周知並び

に普及促進を図るために実施する「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度推進事業について

必要な事項を定めることを目的とする。

（対象）

第２条 本事業の対象は福岡市内の集客施設等とする。

（事業内容）

第３条 本事業の内容は以下のとおりとする。

１ 「福岡市ＡＥＤ設置施設」の登録

集客施設等からの申込みにより、書類審査を行い、適当であれば登録通知書を交付し

名簿に登録する。

２ ステッカー等の交付

登録施設については、本市作成の「福岡市ＡＥＤ設置施設ステッカー」及び「ＡＥＤ

シール」を交付する。

３ 情報提供

 登録施設については、福岡市のホームページ等に掲載するなど、広く市民に情報提供

を行う。 

（庶務）

第４条 事業運営に係る諸事務については、福岡市保健福祉局健康医療部地域医療課にお

いて処理する。

（その他）

第５条 この要綱に定めるもののほか、「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度推進事業の実施

について必要な事項は別に定める。

附則 この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

＜資料９＞
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「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度推進事業実施要領

（目的）

第１条 この要領は、「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度推進事業実施要綱に基づき、自動

体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を設置する集客施設等を「福岡市ＡＥＤ設置

施設」として登録することに関して、その手続について定めることを目的とする。

（対象）

第２条 「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録制度の対象となる集客施設等は、次のとおりとする。

１ ホテル・旅館等宿泊施設、サウナ及び公衆浴場

２ 百貨店・スーパーマーケット等販売施設

３ 興行場、遊技場

４ 体育館・プール等の運動施設

５ 私鉄、地下鉄、JR の各駅及び営業所並びに空港及び旅客船の発着場 

６ 区役所・保健所等公共施設（教育施設含む。）

７ その他「福岡市ＡＥＤ設置施設」として登録が適当と認められる施設等 

（登録要件）

第３条 「福岡市ＡＥＤ設置施設」の登録は、登録を希望する集客施設等で次の要件をみた

すものに対して行う。

１ 福岡市内にあり、ＡＥＤを設置していること。

２ 「福岡市ＡＥＤ設置施設」の情報提供（ホームページへの掲載等）に協力できること。

（経費及び手続）

第４条 「福岡市ＡＥＤ設置施設」の登録は無料とし、手続は次のとおり行うものとする。

１ 申込

 登録を希望する集客施設等は、保健福祉局健康医療部地域医療課に「福岡市ＡＥＤ設

置施設」登録申込書「様式１」（以下「登録申込書」という。）を提出する。

２ 書類審査

福岡市は、登録申込書に記載された事項について審査を行う。なお、必要に応じて電

話や戸別訪問により確認を行う場合がある。

３ 登録通知書等の交付

 福岡市は、審査の結果、登録が適当と認めた場合は「福岡市ＡＥＤ設置施設」として

登録し、「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録通知書「様式２」とともに別添の「福岡市ＡＥＤ

設置施設ステッカー（以下、「ステッカー」という。）及び「ＡＥＤシール」（以下、シー

＜資料10＞
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ル）という。）を交付する。

４ ステッカー等の掲示

 登録された集客施設等（以下、「登録施設」という。）は、施設の入口などの市民や利

用者の目に付きやすい場所にステッカーを掲示し、「福岡市ＡＥＤ設置施設」であること

を明示するとともにＡＥＤ本体にシールを貼付する。

（登録の辞退等）

第５条 登録施設は、ＡＥＤの処分、滅却又は施設の廃業などにより、「福岡市ＡＥＤ設置

施設」の登録を辞退する場合は、「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録辞退申込書「様式３」を

提出する。

（登録の変更）

第６条 登録施設は、施設の名称又は所在地を変更した場合は、速やかに「福岡市ＡＥＤ

設置施設」登録変更申込書「様式４」を提出する。 

（登録の取消）

第７条 福岡市は、登録施設が虚偽の登録又は市民からの通報等により、「福岡市ＡＥＤ設

置施設」の登録が適当でないと判断した時は、「福岡市ＡＥＤ設置施設」登録取消通知書

「様式５」により登録の取消を行うことができる。

附則 この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。

附則 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
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関係各位 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

ヘルスケアインダストリ事業委員会

ＭＥ市販後規制専門委員会 

体外式除細動器ＷＧ 

｢耐用期間｣を過ぎた AEDの速やかな更新のお願い 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当委員会の諸事業に対しまして、格別のご指導ご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、当協会ヘルスケアインダストリ事業委員会／ME 市販後規制専門委員会／体外式除

細動器 WG では、自動体外式除細動器（以下、AED）及びマニュアル除細動器の製造販売業

者が一堂に会し、AEDの普及啓発に向けて、日々活動を行っています。 

 AEDは「高度管理医療機器」及び「特定保守管理医療機器」と定義されております。また、

医療機器には、品質、有効性及び安全性の確保を維持する期間を明確化するために、製造

販売会社が定めた｢耐用期間｣が設定されております。 

「耐用期間」を過ぎた AEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。 

なお、AEDの耐用期間については、添付文書等に記載されていますので必ずご確認下さい。

耐用期間が不明な場合や耐用期間経過時の対応については、製造販売業者又は、販売店に

お問い合わせ下さい。 

また、AEDは、常に使用可能な状態にあるよう点検等を行うことは必須であり、AEDの適

切な管理を徹底下さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

＜医療機器「耐用期間」定義＞ 

 医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用され

た場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することがで

きる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。 

＜ＪＥＩＴＡ 体外式除細動器ＷＧ 参加企業＞ 

旭化成ゾールメディカル株式会社 

オムロンヘルスケア株式会社

株式会社ＣＵ 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

日本光電工業株式会社 

フィジオコントロールジャパン株式会社

フクダ電子株式会社

以上 

＜資料11＞
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平成 26 年 7 月 9 日 

36




